
令和７年度　交通安全施設設備全要望一覧

要望事項

字名 番地 具体的な位置 内容
対応
済

対応
中

対応
予定

保留
対応
困難

対応
不要

1 盛 権現堂 3-2
吉野森公園入口付
近

市道権現堂1号線
歩行者の往来があり危
険

看板等の設置（徐
行）

市建設課 ○ 【市建設課】市職員による直営作業により対応済み。

2 盛 宇津野沢 15 大船渡市役所付近
市道市役所庁舎前線、市
道宇津野沢権現堂線

歩行者の往来があり危
険

横断歩道の設置 警察 ○

【警察】設置困難
交通量調査結果、歩行者の交通量が少ない他、大船渡市役所前は、要望箇所直近まで急な坂の
ため、車の運転手からの見とおしが悪く横断歩道設置箇所としては危険。もう一か所は、国道45号
の信号交差点から距離が近すぎるため、横断歩道設置箇所として妥当とはいえない。

1 大北 赤沢 18-8
ハローワーク大船
渡付近

市道大船渡北小学校線、
大船渡測候所線、大船渡
北小学校前線の交差点

歩行者及び車両の往来
があり危険

停止線または指導
停止線の設置

警察 ○
【警察】必要性が低い
（交通量調査結果、交通量少なく必要性が低い）

2 大北 赤沢 16-4 上山公民館付近 市道野々田川口橋線
速度超過の車両が多く
危険

標識の設置（速度
規制）

警察 ○
【警察】標識の設置は不要
（R8年9月１日より、中央線なしは、30㎞規制となるほか、既存の標識が設置されているため)

1 大南 永沢 51-8 (株)アスピア付近 国道45号線、市道永沢線 転落の恐れがあり危険
歩行者用階段の修
繕
及び手すりの設置

市建設課 ○
【市建設課】手すり(転落防止柵)については令和７年度道路・河川等維持補修事業で修繕済み。
階段については、令和８年度以降、道路・河川等維持補修事業で修繕予定。

2 大南 笹崎
50-
15

市道笹崎猪頭2号線 崩落の恐れがあり危険
歩道の拡幅及び法
面の整備

市建設課 ○
【市建設課】交通安全施設点検の趣旨と異なるため、予算要望へ記載をお願いします。（令和８年
度予算要望に記載なし）

1 末崎 鶴巻 1-2
門の浜漁港水門
付近

県道275号線、市道高清水
鶴巻線

見通しが悪く危険 カーブミラーの設置
（要望取りまと
め）市民環境課
（設置）建設課

○ 【市建設課】令和７年度道路・河川等維持補修事業で設置予定。

2 末崎 小細浦
103-
1

細浦郵便局
県道275号線、市道熊野神
社線

見通しが悪く危険 カーブミラーの設置
（要望取りまと
め）市民環境課
（設置）建設課

○
【市建設課】カーブミラーの要望が多く、全ての箇所の早急な対応は困難であるため、新規・継続要
望に関わらず、緊急度の高い箇所を優先して対応を検討します。

1 赤崎 永浜
106-
42

小浦バス停(県交
通)付近

主要地方道大船渡綾里三
陸線

歩行者の往来があり危
険

横断歩道の設置 警察 ○
【警察】検討中
（現状横断先の安全確保が出来ていないので、カーブ上での設置は困難、他の箇所で設置可能か
検討）

2 赤崎
清水
～
永浜

～
230

小浦バス停付近
主要地方道大船渡綾里三
陸線

歩行者の往来があり危
険

看板等の設置（注
意喚起）

県土木センター ○ 【県土木セ】令和５年度に対応済。

3 赤崎 大立 5-19
永浜地域公民館付
近丁字路

主要地方道大船渡綾里三
陸線

歩行者の往来があり危
険

看板等の設置（注
意喚起）

県土木センター ○ 【県土木セ】令和５年度に対応済。

4 赤崎 清水
118-
5

蛸ノ浦方面と綾里
方面に分かれる三
叉路

主要地方道大船渡綾里三
陸線

車両の往来があり危険
横断歩道又はグ
リーンベルトの設置

警察 ○ 【警察】昨年と同じく道路環境から設置困難

回答理由担当部署

令和７年度対応状況

№ 地区名

場　所

路線名 要望理由
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1 猪川 長谷堂
121
～
90

中井・下欠線、長
谷堂線の交差点～
長谷堂東団地入口

市道長谷堂線 側溝蓋がないため危険 側溝蓋の設置 市建設課 ○ 【市建設課】通学路整備(緊急対策)事業にて令和８年度に工事等対応予定。

2 猪川 長谷堂

118-
2
118-
3

市道中井下欠線 側溝蓋がないため危険 側溝蓋の設置 市建設課 ○ 【市建設課】通学路整備(緊急対策)事業にて令和８年度に工事等対応予定。

3 猪川 中井沢
80-
27

コンビニエンススト
アまるかず前

市道長谷堂２号線、市道中
井下欠線

カーブミラーの劣化 カーブミラーの修繕 市建設課 ○
【市建設課】カーブミラーの要望が多く、全ての箇所の早急な対応は困難であるため、新規・継続要
望に関わらず、緊急度の高い箇所を優先して対応を検討します。

4 猪川 中井沢
80-2
７

コンビニエンススト
アまるかず前

市道長谷堂２号線、市道中
井下欠線

側溝の劣化 側溝の修繕 市建設課 ○ 【市建設課】緊急度・優先度・利用状況に応じて対応を検討します。

5 猪川 中井沢 23-1
コナカ大船渡店付
近

主要地方道大船渡綾里三
陸線と市道今出山線の交
差点

車両の往来があり危険 横断歩道の設置 警察 ○
【警察】必要性が低い
（現状、横断できないほどの交通量といえず、必要性が低い）

6 猪川 中井沢
61-2
63-9

市道八幡線 車両のすれ違いが困難 道路の拡幅 市建設課 ○
【市建設課】用地・補償への協力の見通しがあるものの、市内には道路改良を要する箇所が多数
あることから、各地区からの要望等を基に、緊急度・優先度を考慮の上、検討します。

7 猪川 中井沢
23-1
～
73-4

コナカ大船渡店付
近

市道今出山線
歩行者の往来があり危
険

車道外側線の設置 市建設課 ○ 【市建設課】緊急度・優先度・利用状況に応じて対応を検討します。

8 猪川 中井沢 18-3
みちのくクボタ
大船渡店付近

市道中井沢７号線及び主
要地方道大船渡綾里三陸
線の交差点

車両の往来があり危険 ドットラインの設置 県土木センター ○
【県土木セ】令和８年度に対応予定
（現状はサイドラインが消えかけているため、サイドライン引き直し）

9 猪川
長谷堂
～
善蔵敷

市道猿石線 車両の往来があり危険
標識の設置（速度
規制）

警察 ○
【警察】標識の設置は不要
（R8年9月１日より、中央線なしは、30㎞規制となるため）

10 猪川 冨岡 65 市道富岡線 車両のすれ違いが困難
橋の拡幅または歩
道橋の設置

市建設課 ○ 【市建設課】通学路整備(緊急対策)事業にて令和８年度に工事等対応予定。

11 猪川 宮田 33-3
気仙光陵支援学校
周辺

市道中井下欠線 児童の往来があり危険 支障木の伐採 市建設課 ○

【市建設課】沿道竹木等の管理は樹木の所有者が行うものであり、これらが原因で自動車や歩行
者等に事故が発生すると、樹木の所有者の責任を問われることがあるため、沿道竹木等の適正な
管理を行うよう指導をお願いします。
なお、風雨等により道路交通への危険が迫ったときは、やむを得ず緊急措置として道路管理者に
おいて剪定又は伐採し、道路の交通安全確保を実施するため、ご理解いただきたい。
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12 猪川 長洞 51-7
FPサニープレイス
付近

市道日向線 通行の妨げとなり危険 支障木の伐採 市建設課 ○

【市建設課】沿道竹木等の管理は樹木の所有者が行うものであり、これらが原因で自動車や歩行
者等に事故が発生すると、樹木の所有者の責任を問われることがあるため、沿道竹木等の適正な
管理を行うよう指導をお願いします。
なお、風雨等により道路交通への危険が迫ったときは、やむを得ず緊急措置として道路管理者に
おいて剪定又は伐採し、道路の交通安全確保を実施するため、ご理解いただきたい。

13

盛
（猪川
からの
要望）

轆轤石 44-5
三陸鉄道第２田茂
山踏切付近

内ノ目田中島線、鉄工団地
２号線

車両の往来があり危険
標識の設置（一方
通行規制）

警察 ○
【警察】必要性が低い
（通過交通が、周辺住民及び会社関係者のため、同人たちに対する規制となってしまう）

14 猪川
宮田
～
轆轤石

77-1
～
23

宮田橋
～
轆轤石橋

市道関谷轆轤石線 車両の往来があり危険
標識の設置（速度
規制）

警察 ○
【警察】標識の設置は不要
（R8年9月１日より、中央線なしは、30㎞規制となるため)

15 猪川 前田
15-
16

前田公園周辺
市道前田1号線、市道前田
5号線

側溝蓋がないため危険 側溝蓋の設置 市建設課 ○ 【市建設課】緊急度・優先度・利用状況に応じて対応を検討します。

1 立根 田谷 10
大船渡自動車学校
付近

市道岩脇萱中線 車両の往来があり危険 横断歩道の設置 警察 ○
【警察】検討中
（設置可能な場所があるか調査）

2 立根 田谷 1
大船渡自動車学校
付近

市道岩脇萱中線、市道田
谷4号線

車両の往来があり危険
標識の設置（車両
侵入禁止）

警察 ○
【警察】必要性が低い
（道路環境上、車両進入禁止の規制を設置する必要性は低い）

3 立根 田谷 1
大船渡自動車学校
付近

市道岩脇萱中線 路面に凹凸があり危険 道路の修繕 市建設課 ○ 【市建設課】道路・河川等維持補修事業で対応予定。

4 立根 猫足 35-1 市道猫足線 路面に凹凸があり危険 道路の修繕 市建設課 ○ 【市建設課】道路・河川等維持補修事業で対応予定。

5 立根 関谷 66-1
ダイナム大船渡店
付近

市道釜石沢線 車両のすれ違いが困難 道路の拡幅 市建設課 ○
【市建設課】交通安全施設点検の趣旨と異なるため、予算要望へ記載をお願いします。（令和８年
度予算要望に記載あり）

1 日頃市 下小通 市道小通線 通行の妨げとなり危険 支障木の伐採 市建設課 ○

【市建設課】沿道竹木等の管理は樹木の所有者が行うものであり、これらが原因で自動車や歩行
者等に事故が発生すると、樹木の所有者の責任を問われることがあるため、沿道竹木等の適正な
管理を行うよう指導をお願いします。
なお、風雨等により道路交通への危険が迫ったときは、やむを得ず緊急措置として道路管理者に
おいて剪定又は伐採し、道路の交通安全確保を実施するため、ご理解いただきたい。

2 日頃市 下小通 市道小通線 路面に凹凸があり危険 道路の修繕 市建設課 ○ 【市建設課】日常的な路面修繕を実施予定。
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3 日頃市 下小通 7-2 市道小通線 側溝の劣化 側溝の修繕 市建設課 ○ 【市建設課】緊急度・優先度・利用状況に応じて対応を検討します。

4 日頃市 下小通 100 市道小通線 路面に凹凸があり危険 道路の修繕 市建設課 ○ 【市建設課】日常的な路面修繕を実施予定。

5 日頃市 下小通 63-2
小通地域交流セン
ター付近

市道小通平山線、市道小
通線、市道釜石沢線の交
差点

路面の外に水が流出 道路の修繕 市建設課 ○ 【市建設課】緊急度・優先度・利用状況に応じて対応を検討します。

6 日頃市 中小通
ライオンズ農園付
近

市道小通平山線 路面に凹凸があり危険 道路の修繕 市建設課 ○ 【市建設課】日常的な路面修繕を実施予定。

7 日頃市 上小通 48-3 市道上小通線 路面に凹凸があり危険 道路の修繕 市建設課 ○ 【市建設課】日常的な路面修繕を実施予定。

8 日頃市 上小通 80 太子橋付近 市道上小通線 路面に凹凸があり危険 道路の修繕 市建設課 ○ 【市建設課】日常的な路面修繕を実施予定。

9 日頃市 藤折 26-2 市道小通線 転落の恐れがあり危険
ガードレールの設
置

市建設課 ○ 【市建設課】緊急度・優先度・利用状況に応じて対応を検討します。

10 日頃市 大森 20-2 市道沼川大森線
路面が剥がれており危
険

道路の修繕 市建設課 ○
【市建設課】交通安全施設点検の趣旨と異なるため、予算要望へ記載をお願いします。（令和８年
度予算要望に記載あり）
なお、穴ぼこ等の路面損傷については、道路・河川等維持補修事業で修繕対応を継続。

11 日頃市 田代屋敷
113-
9

県道180号線 崩落の恐れがあり危険 法面の整備 県土木センター ○
【県土木セ】道路防災点検において要対策 緊急度Cと評価されており、早期の対応は難しい状況
です。

12 日頃市 石橋 石橋公民館付近 県道180号線 崩落の恐れがあり危険 法面の整備 県土木センター ○
【県土木セ】道路防災点検において要対策 緊急度Bと評価されており、早期の対応は難しい状況
です。

13 日頃市 田代屋敷 38-5
田代屋敷交差点付
近

国道107号線
県道180号線

車両の往来があり危険
押しボタン式信号機
の設置

警察 ○
【警察】設置困難
（道路環境上、設置場所なしのため、設置困難）

14 日頃市 田代屋敷 38-5
田代屋敷バス停付
近

国道107号線 車両の往来があり危険 歩道の整備 県土木センター ○ 【県土木セ】既存の歩道を通行願います。
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15 日頃市 石橋
11-3
～
73-1

石橋１号線 路面に凹凸があり危険 道路の修繕 市建設課 ○
【市建設課】交通安全施設点検の趣旨と異なるため、予算要望へ記載をお願いします。（令和８年
度予算要望に記載あり）
なお、穴ぼこ等の路面損傷については、道路・河川等維持補修事業で修繕対応を継続。

16 日頃市 田代屋敷 38-5
田代屋敷バス停付
近

国道107号線
ミラーが凍結するため危
険

カーブミラーの修繕 県土木センター ○
【県土木セ】1月の調査ではミラーの凍結が確認できなかったため。
参考：調査時0℃、朝9時頃

17 日頃市 関谷 27 五葉山神社付近
市道関谷下谷線及び五葉
橋線の交差点

車両の往来があり危険 歩道の整備 市建設課 ○ 【市建設課】令和６年度の道路・河川等維持補修事業でドットラインを設置済み。

18 日頃市 舟野 1-3 市道郷道線
路面が凍結の恐れあり
危険

ガードレールの設
置

市建設課 ○ 【市建設課】令和７年度道路・河川等維持補修事業で設置予定。

19 日頃市 平山
113-
4

市道小通線 路面に凹凸があり危険 道路の修繕 市建設課 ○
【市建設課】交通安全施設点検の趣旨と異なるため、予算要望へ記載をお願いします。（令和８年
度予算要望に記載なし）
なお、穴ぼこ等の路面損傷については、道路・河川等維持補修事業で修繕対応を継続。

20 日頃市 下小通
100-
1

市道小通線 側溝蓋がないため危険 側溝蓋の設置 市建設課 ○

【市建設課】交通安全施設点検の趣旨と異なるため、予算要望へ記載すること。（令和８年度予算
要望に記載あり）
なお、市内には側溝整備を要する箇所が多数あることから、各地区からの要望等をもとに、緊急
度、優先度を考慮のうえ、検討。

21 日頃市 中板用 45-8 開発運輸㈱付近 国道107号線
歩行者の往来があり危
険

看板等の設置（注
意喚起）

県土木センター ○ 【県土木セ】前後の見通しが良く、道路標識（横断歩道）も設置されているため。

1 綾里 黒土田 96 港1号線 路面に凹凸があり危険 道路の修繕 市建設課 ○ 【市建設課】緊急度・優先度・利用状況に応じて対応を検討します。

1 越喜来 大平他
40-1
他

市道大塩線 通行の妨げとなり危険 支障木の伐採 市建設課 ○

【市建設課】沿道竹木等の管理は樹木の所有者が行うものであり、これらが原因で自動車や歩行
者等に事故が発生すると、樹木の所有者の責任を問われることがあるため、沿道竹木等の適正な
管理を行うよう指導をお願いします。
なお、風雨等により道路交通への危険が迫ったときは、やむを得ず緊急措置として道路管理者に
おいて剪定又は伐採し、道路の交通安全確保を実施するため、ご理解いただきたい。

2 越喜来 烏頭

122-
20
～
267

ベイサイド46付近
～

市道大塩線 側溝蓋がないため危険 側溝蓋の設置 市建設課 ○ 【市建設課】通行の安全確保のための蓋掛けについては順次対応予定です。

3 越喜来 仲崎浜
119-
19

椎茸栽培施設付近 市道大塩線 通行の妨げとなり危険
側溝の修繕
または
道路の修繕

市建設課 ○ 【市建設課】道路施設修繕事業にて令和８年度に工事等対応予定。
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要望事項

字名 番地 具体的な位置 内容
対応
済

対応
中

対応
予定

保留
対応
困難

対応
不要

回答理由担当部署

令和７年度対応状況

№ 地区名

場　所

路線名 要望理由

4 越喜来 仲崎浜 183
崎浜コミュニティセ
ンター防災センター
付近

市道崎浜小学校線 見通しが悪く危険 カーブミラーの設置
（要望取りまと
め）市民環境課
（設置）建設課

○
【市建設課】カーブミラーの要望が多く、全ての箇所の早急な対応は困難であるため、新規・継続要
望に関わらず、緊急度の高い箇所を優先して対応を検討する。

5 越喜来 小泊 1-1
㈲道下漁業泊網干
場付近

市道三陸駅小泊線 見通しが悪く危険 カーブミラーの設置 道路管理者外 ○
【市市民環境課】令和６年度と同様、本要望は、直接水産課へ要望すること。なお、水産課へ情報
提供済みです。
（交通安全施設点検の趣旨と異なるため、対応困難。）

6 越喜来 泊 154 市道泊中央線 転落の恐れがあり危険

ガードレールの交
換
及び
道路の修繕

市建設課 ○ 【市建設課】令和６年度の道路・河川等維持補修事業で対応済み。

7 越喜来 杉下 67-5 山村広場入口付近 市道合野線 見通しが悪く危険
停止線及び一時停
止標識の設置

警察 ○
【警察】必要性が低い
（現状、イベント時のみの交通量増加に対しての丁字路側一時停止のため、必要性が低い）

8 越喜来 泊 泊漁港付近
主要地方道大船渡綾里三
陸線、市道小泊泊海岸線

見通しが悪く危険 カーブミラーの設置 市建設課 ○
【市建設課】外へカーブしており、見通しが確保されているため、直接目視での安全確認が可能で
あることから、法令に定められた通行を行えば危険が除去できるため、カーブミラーの設置は不要
と考えます。

9 越喜来 井戸洞 2-2
デイサービスとまり
付近

主要地方道大船渡綾里三
陸線、市道泊中央線

見通しが悪く危険 カーブミラーの設置 市建設課 ○ 【市建設課】令和７年度道路・河川等維持補修事業で設置予定。

1 吉浜 十二役 19-5 県道250号線 見通しが悪く危険 カーブミラーの設置 県土木センター ○
【県土木セ】令和８年度に対応予定。
（鏡面のゆがみが原因のため既存のカーブミラーを更新）


